
高齢者等在宅医療・介護連携に関する相談支援事業概要（モデル事業） 

 

１ 目的 

高齢者等が疾病を抱えても住み慣れた地域で生活が続けられるよう、地域の医

療・介護関係者等からの在宅医療・介護連携に関する相談を受け付ける窓口を設

置し、在宅医療・介護連携支援コーディネーターが連携調整、情報提供等の支援

を行うことにより、多職種間の円滑な相互理解や情報共有が行える体制を構築す

ることを目的とする。 

 

２ 定義 

① 相談窓口の名称 

『東成区在宅医療・介護連携相談支援室』 

② 支援対象 

原則、東成区民に対して支援を行っている医療・介護関係者 

ただし、実情に応じて直接、地域住民に対応することも差し支えない 

③ 支援内容 

地域の医療機関や介護事業所等に対する連携調整や情報提供等 

相談対象者については、原則、以下の者とする 

・ 介護保険第 1号被保険者（65歳以上） 

・ 介護保険第 2号被保険者（40歳から 64歳の医療保険加入者で特定の  

疾病に該当する者） 

 

３ 業務内容 

① 相談窓口の設置・運営 

② 相談窓口の広報・周知 

③ 医療機関や介護事業所等に関する情報収集及びリスト化 

④ 医療・介護関係者からの相談受付及び支援（関係機関との調整や情報提供） 

⑤ 本市が開催する在宅医療・介護連携に関する会議・研修等への参加、協力 

⑥ 地域包括支援センター等が開催する地域ケア会議等（在宅医療・介護連携に

関する事項）に出席するなど関係機関との連携強化 

⑦ 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築に向けた検討 

⑧ 医療・介護関係者間の情報共有の支援 

 

４ 実施日等 

   月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く） 午前９時～午後５時 

 

５ 在宅医療・介護連携支援コーディネーター 

医療・看護職、医療ソーシャルワーカーなど医療に関する知識を有し、かつ、

介護支援専門資格を持つなど介護に関する知識も有し、実務経験を有する者で、

相談内容に対し適切な対応ができる者 



生活支援コーディネーターの配置

② 資源開発
・地域に不足するサービスの創出、サービスの担い手の養成
・元気な高齢者が担い手として活動する場の確保 など

③ ネットワーク構築
・サービス提供主体間の連携の体制づくり
・関係者間の情報共有 など
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① ニーズと取組みの把握
・要支援者等のサービスニーズの把握
・既存団体の実態把握 など

協議体の運営

協議体の設置・運営

連
携

区役所

協
力

・地域の課題についての問題提起、課題に対する取組みの具体的協力依頼など

大阪市における生活支援コーディネーターの配置について

※ 多様な事業主体が参画

平成27年度 3区（港区・鶴見区・住之江区）でモデル実施
平成28年度（案） 5区を追加し、計8区で先行実施

○ 今後、認知症高齢者や単身高齢者世帯等の増加に伴い、医療や介護サービス以外にも、在宅生活を継続するための日常的な生活支援を
必要とする方が増加

○ 行政サービスのみならず、ＮＰＯ、ボランティア、民間企業等の多様な事業主体による重層的な支援体制を構築することが必要
○ 同時に、元気な高齢者が生活支援の担い手として活躍するような社会参加を進め、生きがいや介護予防につなげる取組みが重要
○ このため、地域資源の開発やネットワーク化等のコーディネート機能を担う生活支援コーディネーターを配置し、コーディネーターと
生活支援・介護予防サービスの多様な事業主体が参画する「協議体」を設置することにより、情報共有と連携強化を進めながら、
地域の生活支援・介護予防サービスの充実を進める
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コーディネーターの配置及び協議体の設置等を通じたサービス提供体制の充実・強化
（住⺠ニーズとサービス資源のマッチング、情報集約等）
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多様な事業主体による重層的な生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築を支援
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介護予防・日常生活支援総合事業の概要

地域の実情に応じて、多様な主体による多様なサービスを充実することで、要支援者等に対する効率的な支援等を可能とすることを目指す。
○ 多様なサービスの充実 ⇒ 多様なニーズに対するサービスの拡がりにより、在宅生活の安心を確保
○ 介護予防の推進 ⇒ 住民主体の取組を支援し、認定に至らない高齢者を増やし、重度化予防を推進

事業構成

介護予防給付（要支援１・２）

訪問看護・福祉用具等

訪問介護・通所介護

地
域
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介護予防事業

包括的支援事業
○地域包括支援センター運営委託
○認知症施策推進事業（認知症初期集中支援事業）
○在宅医療・介護連携推進事業
○生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーター） など

任意事業
○家族介護支援事業
・家族介護慰労金支給事業 ・介護用品支給事業 など

○その他事業
・生活支援型食事サービス など

介護予防給付（要支援１・２） 訪問看護・福祉用具等

介護予防・日常生活支援総合事業

○介護予防・生活支援サービス事業 （要支援１・２、基本ﾁｪｯｸﾘｽﾄ該当者）

【訪問型サービス】
・介護予防型訪問サービス （現行相当型）
・生活援助型訪問サービス （基準緩和型）
・サポート型訪問サービス （短期集中型）

【通所型サービス】
・介護予防型通所サービス （現行相当型）
・短時間型通所サービス （基準緩和型）
・選択型通所サービス （短期集中型）

○一般介護予防事業（全ての高齢者）

・一次予防事業及びなにわ元気塾を移行
次の事業を平成２８年度から先行実施
・地域介護予防活動支援事業（地域の住民主体の体操・運動等の通いの場づくり）
※いきいき百歳体操の普及支援（おもり、ＤＶＤの貸与）
・地域リハビリテーション活動支援事業（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職による通いの場支援）
※いきいき百歳体操を実施する住民グループの立ち上げ・継続支援
・老人福祉センター型通所サービス （区域の体操・運動等の通いの場づくり）

（実施時期） 平成２９年４月１日から

○一次予防事業
・介護予防普及啓発事業（継続）
・介護予防事業評価事業（継続）
・地域介護予防活動支援事業

➣健康づくり展（ひろ）げる講座（継続）
➣高齢者の生きがいと健康づくり推進事業（再編）

○二次予防事業
・二次予防事業の対象者把握事業（再編）
・通所型介護予防事業

➣介護予防教室（複合型）＜運動器・口腔・栄養＞ （廃止）
➣運動器の機能向上教室（廃止）
➣なにわ元気塾（閉じこもり等予防教室）（継続）

・訪問型介護予防事業（継続）

包括的支援事業
○地域包括支援センター運営委託
○認知症施策推進事業（認知症初期集中支援事業など）
○在宅医療・介護連携推進事業
○生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーター） など

任意事業
○家族介護支援事業
・家族介護慰労金支給事業 ・介護用品支給事業 など

○その他事業
・生活支援型食事サービス など
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大阪市介護予防・日常生活支援総合事業（案）


